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（1）人件費の状況（普通会計決算）
（参考）

１３年度人件費率人件費率（Ｂ／Ａ）人 件 費 Ｂ実 質 収 支歳 出 額 Ａ住民基本台帳人口区　分

３４．１％２９．９％２，８３８，７７９千円５８２，０６６千円９，４９７，４３８千円３２，０３６人１４年度

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。人口は平成１５年３月３１日現在。

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

給　　　　　与　　　　　費
職員数　Ａ区　分

　　　計　　Ｂ期末・勤勉手当職 員 手 当給　 料

７，８６１千円２，１７７，３８２千円５５９，８９６千円４４５，５６４千円１，１７１，９２２千円２７７人１５年度

（３，２１５千円）（６，４３０千円）（１，０２０千円）（８９０千円）（４，５２０千円）（２人）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　２　給与費は当初予算に計上された額です。
　　３　（　）内は、再任用短時間勤務職員で、２７７人には含まれません。

（3）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成15年4月1日現在）
技　能　労　務　職一　般　行　政　職

区　分
平均年齢平均給料月額平均年齢平均給料月額

４３歳１０月３０３，１００円４３歳４月３６４，８００円葉山町

（4）職員の初任給の状況（平成１５年４月１日現在）
国葉　　山　　町

区　　分
高 校 卒大 学 卒 Ⅱ大 学 卒 Ⅰ高 校 卒短 大 卒大 学 卒

１３５，１００円１７１，５００円１８０，９００円１４９，２００円１７１，５００円１８５，６００円一 般 行 政 職

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成15年4月1日現在）
経験年数２０年以上２５年未満経験年数１５年以上２０年未満経験年数１０年以上１５年未満区　　分

４０５，９００円３６６，０００円３０３，１００円大 学 卒
一   般
行 政 職 ３８６，６００円　�　　円２７１，６００円短 大 卒

３６５，６００円３１６，５００円２６７，８００円高 校 卒

（6）一般行政職の級別職員数の状況（平成15年4月1日現在）

計
８級７級６級５級４級３級２級１級区　　分

部　長課　長課長代理課長補佐・係長主　査主　任主　事主事補標準的な職務内容

１５２人５人２２人９人６２人１７人２３人１２人２人職 員 数

１００．０％３．３％１４．５％５．９％４０．８％１１．２％１５．１％７．９％１．３％構 成 比

１００％
(１００％)３．２％１４．９％３．９％４２．２％１０．５％

(１００％)１４．９％７．８％２．６％前 年 の 構 成 比

（　）内は、再任用短時間勤務職員で、各上段の数には含まれません。

（7）職員手当の状況　（１４年度支給割合実績）
国葉　　山　　町区　　　分

勤 勉 手 当期 末 手 当区　 分勤 勉 手 当期 末 手 当区　 分

期 末 勤 勉 手 当

　０．７　月分　１．５５　月分６月期　０．６　　月分　１．４５　月分６月期

　０．７　月分　１．７　月分１２月期　０．５５　月分　１．５５　月分１２月期

　０．５　　月分３月期

　１．４　月分　３．２５　月分計　１．１５　月分　３．５　　月分計

職制上の段階、職務の級等による加算措置があります職制上の段階、職務の級等による加算措置があります

定年・勧奨自 己 都 合区　 　 分定年・勧奨自 己 都 合区　 　 分

退　 職　 手　 当

２８．８７５月分２１．０　　月分勤続２０年２８．８７５月分２１．０　　月分勤続２０年

４４．５５　月分３３．７５　月分勤続２５年４４．５５　月分３３．７５　月分勤続２５年

６２．７　月分４７．５　月分勤続３５年６２．７　　月分４７．５　月分勤続３５年

６２．７　月分６０．０　月分最高限度額６２．７　　月分６０．０　月分最高限度額

２０，１０８千円１，５９９千円１人当たり
平均支給額 （前年度に退職した全職種の職員平均額)

退職時特別昇給　２０年勤続１号退職時特別昇給　２０年勤続及び勧奨時１号

＊平成１５年度から、期末手当の支給率は年間３．０月分、勤勉手当の支給率は１．４月分となりました。
＊退職手当の支給率は、県内３市１７町１村８一部事務組合で構成する退職手当組合の条例によるものです。
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職
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サ
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９

葉　山　町区　　　分

調 整 手 当
（平成１５年度予算）

全地域支 給 対 象 地 域
１０％支　 給　 率
２９８人支 給 対 象 職 員 数
４６５千円１人当たり平均支給年額

職員１人当たり平均予算年額予　算　額区　分
時間外勤務手当 ２９２千円８７，０９８千円１５年度

２６４千円８０，０８１千円１４年度

葉　　山　　町区　　　　　　　分

扶 養 手 当

　　　　１４，６００円
　　　　　７，３００円
　　　　１１，６００円
　　　　　５，５００円
プラス　　５，０００円

配　偶　者
配偶者以外の扶養親族のうち２人まで（１人につき）
配偶者のいない職員の扶養親族のうち１人
その他の扶養親族（１人につき）
扶養親族のうち１６歳から２２歳までの子（１人につき）

２９，３００円住　　　居　　　手　　　当　（支給限度額）
全額支給通　　　勤　　　手　　　当　　　　　　　

全　職　種区　　　　分

特 殊 勤 務 手 当
（平成１５年度予算）

４３．２％職員に占める手当支給職員の割合
３７千円支給対象職員１人当たり平均支給年額
１６種手当の種類

町税事務従事手当、運転業務手当代表的な手当の名称
（額、人員の多いもの）

（8）特別職の報酬等
月　　額区　　分
４９９，０００円議 長

議 員
報 酬 ４３０，０００円副 議 長

４００，０００円議 員
９１５，０００円町 長

特 別 職
給 料 ７４０，０００円助 役

６９９，０００円収入役・教育長

（9）職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　（各年4月1日現在）
対前年
増減数

職　員　数
部　　　　　門

平成１４年平成１５年
０４４議 会

一 般 行 政 関 係
（福祉関係を除く）

３５０５３
総 務 企 画

△２（２）
０１４１４税 務
０１１労 働
０２２農 林 水 産
０２２商 工
△３３７３４

土 木
１（１）
０１１０１１０

小 計
△１（２）（１）
△１２５２４民 生

福 祉 関 係
△１４９４８

衛 生
０（１）（１）
△２７４７２

小 計
０（１）（１）
△２５１４９教 育

特 別 行 政 部 門 ０４６４６消 防
△２９７９５小 計
△４２８１２７７

普　　通　　会　　計　　計
０（２）（２）
０１０１０下 水 道

公 営 企 業 等 会 計 部 門 △１１２１１そ の 他
△１２２２１小 計
△５３０３２９８

合　　　　　　計
△１（３）（２）

（　）内は、再任用短時間勤務職員で、各上段の数には含まれません。

（１０）町職員の定員適正化について
　町では、行政組織及び行政運営の合理化等に努め、
平成１０年度以降職員数の削減を行ってきました。
　現在、次のような削減目標を含めた定員適正化を
推進しており、平成１０年度から５年間の取り組みで
は１８人（５．７%）の職員数削減を達成しました。
　なお、平成１５年度以降についても削減目標達成に
向けて努力しています。

＊職員数削減目標　平成１０年度からの１０年間で、お
よそ１０％（３０人）程度の職員数を削減する。

　

一
色
の
上
原
地
区
で
、
ま
ち
づ
く
り
条

例
に
基
づ
く
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
地
区
独
自
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
地

区
計
画
導
入
を
目
指
し
、
地
元
の
皆
さ
ん

が
組
織
を
立
ち
上
げ
、「
上
原
地
区
地
域

ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
」
が
ま
ち
づ
く

り
条
例
に
基
づ
く
最
初
の
地
域
ま
ち
づ
く

り
推
進
協
議
会
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

旧
大
蔵
省
跡
地
を
扇
の
要
と
し
た
一
色
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、
白
石
橋
に
囲
ま
れ
た
三
角
形
の
地
域
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し
た
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あ
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れ
る
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地

の
維
持
･
向
上
を
図
り
、
き
れ
い
な
街
並

み
を
次
世
代
に
継
承
す
る
こ
と
を
目
的
に

活
動
し
て
い
ま
す
。
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１０

始まりました！
公的個人認証サービス

　公的個人認証サービスとは、電子申

請・届出等を行う際に、申請者が本人で

あることや申請内容が通信中に改ざんさ

れていないことを証明する、インター

ネット版の印鑑証明となるものです。

　町民課窓口で、住民基本台帳カードの中に電子証明

書（３年間有効）を記録します。

※住民基本台帳カード発行手数料は５００円です。３月

中の電子証明書発行手数料は無料ですが、４月以降

は５００円となります。

サービスを利用するには…

今後、電子申請・届出が可能となる手続きは…
　次の手続きに利用できるよう、準備を進めています。

●社会保険関係の手続きで、年金受給権者現況届等や

健康保険被保険者家族療養費支給申請書など。

●国税（法人税、消費税、所得税）の確定申告。

●パスポートの申請、建築確認申請、自動車保有関係

手続き（検査、登録、自動車保管場所証明の取得、

自動車諸税の納税）。

※サービスの提供を受けるためには読み込み装置を購

入する必要があります。

申込み・問合せ　平日９時～１６時までの間に①印鑑、

②住基ネットカード、③運転免許証等の顔写真つき

の公的身分証明書、④委任状（本人以外が申請する

場合のみ）を持って、

　町民課　�内線２１１・２１２・２１５

▼利用イメージ

○○郵便局�
今は�

電子申請等が利用できます�

行政サービスを受けるためには、�
　１郵送したり�
　２行政機関の窓口まで足を運び、�
　　資料の提出や申請・届け出等の�
　　手続きを行う必要がある�

電子証明書が格納された住民基本台帳カー�
ドを読み込み装置※にセットし、パスワー�
ドを入力し、電子署名をする�

◎改ざん、なりすましを防止�

自
宅
な
ど
か
ら�

※読み込み装置の購入が必要�

送
　
信�

インターネット�

申請書�

暗号化�

電子署名�

電子証明書�

行政機関�

　

日
本
と
諸
外
国
の
青
年
と
の
交
流
を
通
し
て
、
相
互

の
友
好
と
理
解
を
深
め
、
広
い
国
際
的
視
野
と
国
際
協

力
の
精
神
を
身
に
付
け
た
次
代
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い

青
年
を
育
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
が
実
施
す
る
国
際
交

流
事
業
へ
の
参
加
青
年
を
募
集
し
ま
す
。

種
類

①
国
際
青
年
育
成
事
業
（
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中

南
米
地
域
等
の
国
の
う
ち
一
国
＝
九
月
〜
十
月
の
約

二
三
日
間
）

②
日
本
・
中
国
青
年
親
善
交
流
事
業
、
日
本
・
韓
国
青

年
親
善
交
流
事
業
（
中
国
＝
九
月
〜
十
月
の
約
十
九

日
間
、
韓
国
＝
九
月
〜
十
月
の
約
十
五
日
間
）

③
世
界
青
年
の
船
（
一
月
〜
三
月
の
約
四
三
日
間
）

④
東
南
ア
ジ
ア
青
年
の
船
（
九
月
〜
十
月
の
約
四
三
日

間
）

※
日
程
等
は
変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

資
格　

い
ず
れ
の
コ
ー
ス
も
十
八
歳
以
上
三
〇
歳
以
下

（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
現
在
）
で
、
①
③
④
の
コ

ー
ス
は
交
流
活
動
を
円
滑
に
行
え
る
英
語
力
を
有
し

て
い
る
者

※
中
国
・
韓
国
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
一
般
団
員
の
ほ
か

に
渉
外
団
員
（
概
ね
二
五
歳
〜
三
五
歳
で
、
訪
問
国

の
公
用
語
で
渉
外
任
務
の
で
き
る
者
）
を
募
集

募
集
期
間

　

三
月
一
日（
月
）〜
十
六
日（
火
）

申
込
み
・
問
合
せ　

県
青
少
年
課
・
町
生
涯
学
習
課
に

あ
る
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、

　

町
生
涯
学
習
課　

�
内
線
四
五
二

※
応
募
用
紙
は
、
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
8.cao.go.jp/youth/bosyu.htm

l

青
年
国
際
交
流
事
業　
　
　

　
　
　
　
　

参
加
青
年
募
集



１１

お
知
ら
せ

�

�

�

�

�������

�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

農
業
の
振
興
と
活
性
化
を
図
る
た
め
、

一
月
二
八
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
の
三
日

間
、
福
祉
文
化
会
館
で
農
産
物
品
評
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
の
気
象
は
、
夏
場
の
低
温
・
多
雨
、

秋
口
の
高
温
・
多
雨
と
変
動
が
大
き
く
、

栽
培
条
件
の
悪
い
中
、
生
産
者
の
皆
さ
ん

は
育
成
期
全
般
に
わ
た
り
ご
苦
労
も
多

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
気
象
状
況
の
中
で
今
回
の

品
評
会
に
は
、
野
菜
や
果
物
・
加
工
品
な

ど
一
九
二
点
の
出
品
が
あ
り
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
、
廉
価
で
出
展
品
が
買
え

る
た
め
約
一
〇
〇
人
が
列
を
つ
く
り
、
四

〇
分
ほ
ど
で
売
り
切
れ
に
な
り
ま
し
た
。

各
賞
受
賞
者
と
受
賞
品
目
（
敬
称
略
）

神
奈
川
県
知
事
賞

　

三
留　
　

武
（
大
根
）

葉
山
町
長
賞

　

片
山　

正
徳
（
夏
み
か
ん
）

神
奈
川
県
横
須
賀
三
浦
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
政
事
務
所
長
賞

　

戸
塚　

悦
子
（
ほ
う
れ
ん
草
）

葉
山
町
議
会
議
長
賞

　

大
串　

定
典
（
里
芋
）

よ
こ
す
か
葉
山
農
業
協
同
組
合
組
合
長
賞

　

永
津　

郁
江
（
大
豆
）

葉
山
町
農
業
委
員
会
会
長
賞

　

岩
沢　

勝
実
（
小
梅
）

三
浦
半
島
農
業
改
良
推
進
協
議
会
会
長
賞

　

斉
藤　

洋
子
（
玉
子
）

三
浦
半
島
地
域
野
菜
協
議
会
会
長
賞

　

高
橋　

三
郎
（
竹
の
子
い
も
）

神
奈
川
県
園
芸
協
会
会
長
賞

　

永
津　

勝
司
（
長
ね
ぎ
）

葉
山
町
農
産
物
加
工
振
興
会
会
長
賞

　

福
本　

辰
男
（
梅
ジ
ャ
ム
）

第
四
六
回
葉
山
町
農
産
物
品
評
会

結　

果　

発　

表

　

町
内
の
海
岸
は
、
南
北
四
�
に
わ
た
り

豊
か
な
自
然
を
数
多
く
残
し
て
い
る
、
大

変
美
し
い
「
渚
」
で
す
。
近

年
で
は
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
や

レ
ジ
ャ
ー
、
さ
ま
ざ
ま
な
動

植
物
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
の
で

き
る
場
所
と
し
て
、
多
く
の

皆
さ
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
渚
」
は
町

民
共
有
の
財
産
と
し
て
、
次

世
代
へ
継
承
し
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
美
し
く
豊
か
な
海
岸

環
境
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

適
正
な
管
理
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
町
内
海
岸
に
放
置
し
て
あ
る
プ

レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
は
、
景
観

へ
の
悪
影
響
や
ご
み
の
投
棄

を
誘
発
す
る
な
ど
、
環
境
悪

化
の
要
因
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
生
じ
て
い
る
た

め
、
速
や
か
に
適
正
な
保
管

場
所
へ
移
動
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

産
業
振
興
課

　

�
内
線
三
七
三

海
岸
の
保
全
に
つ
い
て

�

�

�

�

�������

�������

�
�
�
�

�
�
�
�

消費税の
総
額
表
示

　

四
月
か
ら
、
私
た
ち
消
費
者
向
け
に
販
売

さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
を「
値
札
」

や
「
広
告
」
な
ど
で
表
示
す
る
場
合
に
、
消

費
税
に
相
当
す
る
額
（
地
方
消
費
税
相
当
額

を
含
む
）
を
含
ん
だ
支
払
い
総
額
の
表
示
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
、「
総
額
表
示
方
式
」
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

財
務
省


